
 別添１ 

長井市景観審議会について 

 

１ 設置の趣旨（条例第２３条） 

  長井市景観条例に基づき、景観計画の運用にあたって、条例の規定によりその権限に属するも

のとされた事項及び市長の諮問に係る良好な景観の形成に関する重要事項を調査審議する。 

 

２ 委員の委嘱（条例第２４条第１項） 

審議会は、委員１０人以内で組織し、市民及び事業者、学識経験者のうちから市長が委嘱する。 

＜委員＞ （敬称略） 

   ・二宮 正一 （学識経験者/二宮設計事務所） 

   ・加藤 俊昭 （学識経験者/加藤建築設計事務所） 

・小幡 知之 （学識経験者/山形工科短期大学校） 

・加藤 健太郎（本町・中央まちづくり協議会） 

・四釜 幸吉 （長井市宮・小桜街区まちづくり協議会） 

・小松 間兵衞（長井文化財保護協会） 

・小笠原 由美（長井商工会議所女性会） 

・高橋 郁子 （長井市観光協会） 

・工藤 裕太 （一般公募） 

＜委員兼アドバイザー＞ （敬称略） 

   ・相羽 康郎 （学識経験者/（特非）まちづくり山形 理事） 

 

３ 委員の任期（条例第２４条第２項） 

  委員の任期は、２年とする。 

ただし、補欠又は増員により任命された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 

 

４ 委員の報酬 

１回５，１００円 （長井市特別職に属する者の給与等に関する条例施行規則第２条による） 

 

５ 審議会の開催 

  回 数 ：年１～２回程度 （審議事項が発生した場合は随時開催する） 

  審議内容：景観条例の改正及び景観計画の変更などに伴う調査審議 

       年度事業報告及び次年度事業計画の協議等 

       （より専門的な検討事項は審査部会で協議を行うこととする） 

 

６ 審査部会の設置（条例第２７条） 

  景観法第１６条の規定による届出書の審査等を行うため、景観審議会審査部会を置く。 


